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―
税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
―

納税が
困難な場合は
相談を！

　
税
金
は
、
私
た
ち
が
安
心
し
て

健
康
的
に
暮
ら
す
た
め
、
重
要
な

役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
住
民
の
福
祉
や
保
健
・
教
育

を
は
じ
め
、道
路
の
整
備
や
防
災・

防
犯
・
ご
み
処
理
な
ど
、
地
域
の

人
々
が
安
心
し
て
快
適
に
暮
ら
す

た
め
に
行
わ
れ
る
事
業
の
大
切
な

財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。
税
金
を

滞
納
す
る
と
、
市
の
財
政
を
圧
迫

し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
来

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
何

よ
り
、
納
期
内
に
納
め
て
い
る
人

た
ち
に
負
担
を
か
け
、
公
平
性
を

著
し
く
損
な
う
こ
と
に
も
な
り 

ま
す
。

　
市
で
は
、
十
分
な
資
力
が
あ
り

な
が
ら
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対

し
て
、
滞
納
処
分
を
積
極
的
に
行

い
、債
権（
税
金
）の
回
収
を
図
っ

て
い
ま
す
。

滞
納
処
分
と
は

　
市
が
滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押

さ
え
る
こ
と
で
す
。
事
前
の
連
絡

や
同
意
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
市

で
は
こ
れ
ま
で
も
法
令
に
基
づ
き
、

不
動
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
を
実

施
し
て
き
ま
し
た
が
、
財
産
調
査

を
綿
密
に
行
い
、
調
査
の
結
果
判

明
し
た
動
産
も
差
し
押
さ
え
、
滞

納
し
て
い
る
税
金
に
充
当
し
ま
す
。

■
調
査
対
象
　
預
貯
金
（
銀
行
な

　失業や病気などで期限内の納税が困難な人は、税
務課へ相談ください。
　また、開庁日に来庁できない場合は、毎月休日納
税相談を実施しています
■日時　毎月最終日曜日　8時30分～16時30分
　　　　（今月は、8月30日）
※相談日は、毎月本紙の15日号最終ページ「今月の
納期限」でお知らせしています
※納税相談日程表は税務課、各支所にあります
■場所　税務課

　
市
内
の
空
き
家
の
有
効
活
用

と
、
移
住
お
よ
び
定
住
の
促
進
に

よ
る
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、「
香
取
市
空
き

家
バ
ン
ク
制
度
」を
開
始
し
ま
す
。

　
空
き
家
を
売
り
た
い
・
貸
し
た

い
と
考
え
る
空
き
家
所
有
者
と
、

空
き
家
を
借
り
た
い
・
買
い
た
い

と
考
え
て
い
る
移
住
・
定
住
希
望

者
、
双
方
の
橋
渡
し
を
市
が
行
い

ま
す
。
空
き
家
の
物
件
情
報
を
募

集
し
ま
す
の
で
、
気
軽
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
空
き
家
所
有
者
の
物
件
情
報
を

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
、
空

き
家
の
利
用
を
希
望
す
る
人
に
情

報
提
供
し
ま
す
（
公
開
に
あ
た
り

事
前
に
所
有
者
立
ち
合
い
の
も

と
、
物
件
調
査
を
行
い
ま
す
）。

②
空
き
家
バ
ン
ク
で
物
件
情
報
を

見
た
利
用
希
望
者
か
ら
連
絡
が
あ

れ
ば
、
空
き
家
の
見
学
な
ど
を
行

い
、
協
定
を
結
ん
で
い
る
市
内
宅

建
協
会
の
仲
介
に
よ
り
、
契
約
交

渉
を
行
い
ま
す
。

※市は空き家に関する交渉および売買、賃貸借などの契約には関与しません
※老朽化が著しいものや大規模な修繕が必要なものは登録できません。適正に管理され入
居可能な物件が対象です
※不動産業者に仲介を依頼している物件は登録できません
※賃貸用住宅（アパート）は登録できません
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空
き
家
バ
ン
ク
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
す

ど
の
預
金
）、給
与
（
月
給・賞
与
）、

生
命
保
険
（
給
付
金
、
解
約
返
戻

金
な
ど
）、
年
金
（
高
額
な
厚
生

年
金
な
ど
）、
不
動
産
（
土
地
・

建
物
）、
動
産
（
自
動
車
・
バ
イ

ク
な
ど
）

※
市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
な

かっ
た
人
に
は
20
日
以
内
に
督
促
状

を
送
付
し
ま
す
。
督
促
状
を
発
送

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
10
日
を
経

過
し
た
日
ま
で
に
完
納
し
な
かっ
た

場
合
は
「
滞
納
者
の
財
産
を
差
し

押
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
地

方
税
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

滞
納
す
る
と
延
滞
金
が

　
納
税
は
、
納
期
内
の
自
主
納
付

が
原
則
で
す
。
国
税
通
則
法
に
基

づ
き
納
期
限
ま
で
に
完
納
さ
れ
な

い
場
合
の
延
滞
金
の
割
合（
利
率
）

は
日
数
に
応
じ
て
、
年
9
・
1
％

（
納
期
限
日
の
翌
日
か
ら
1
カ
月

の
期
間
は
年
2
・
8
％
）
で
算
出

し
ま
す
。

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

　
口
座
振
替
を
申
し
込
む
と
、
納

め
忘
れ
が
な
く
、
と
て
も
便
利
で

確
実
で
す
。
市
内
の
各
金
融
機
関

窓
口
で
、
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

市税の滞納処分を強化中

差
し
押
さ
え

【空き家バンクのイメージ図】

空き家の
所有者

空き家バンク
（香取市）

宅建協会
（不動産業者）

申請

仲介

物件調査 物件案内

申請

協
定

仲介

空き家の
利用
希望者

滞納処分の流れ

滞納発生

督促状の送付

財産調査（預貯金・給与など）

財産の差し押さえ

換価処分（債権取り立て・公売）

滞納市税に充当

※写真はイメージです
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